
5．婦人保護事業（DV被害者支援■人身  
取引対策）との連携について  
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厚生労働行政におけるD、■V被害者の自立支援の1取組について  

※配偶者暴力相談   

支援センターの   

カ所数は平成22   

年8月1日現在   



○婦人相談所及び婦人相談鼻における夫等の暴力の相談件数は年々増加 。  

夫等の暴力の相談件数及び相談全体に占める割合（来所相談）  
（人数）  
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（厚生労働省家庭福祉課調べ）   



○ 婦人相談所により一時保護された女性及び同伴家族の数をみると、平成13年度   
から平成16年度にかけて増加し、その後は微増減の傾向。  

○ 主訴別内訳をみると、「夫等の暴力」を入所理由とするものの割合が6割～7割。  

○ 平均一時保護日数は14．5日（平成20年度）  

□諾賃誓諾諾迄由とする者） □同伴家族  
（件数）  

H13年度   目14年度   目15年度   H16年度   u17年度   H18年度   目19年度   H20年度  

注1）夫等の暴力を入所理由とする者の割合。   



○ 平成14年度に一時保護委託制度を創設。  

○委託契約施設数は年々増加し、平成21年4月1日現在で乏61施設。  

○ 平成19年度における一時保護委託人数は、DVケース以外を含めて、3，916人。   
（女性本人1，767人、同伴家族2，149人）である。  

O DVケース以外を含めて、女性本人の平均在所日数15．0日となっている。  
蓼1  

DV法第3条第4項に基づく一時保護の委託契約施設数（平成21年4月1日現在）  

芋≡一丁 芋＝…三≡言責享‡誓苦一幸言責芋 そニーニ 

（注1）母子生活支援施設を除く。 （注2）（）内は、平成20年4月1日現在   



現行計画（平成16年12月策定）  
在留資格「興行」に係る上陸許可基準の見直し、人身売買罪の創設、取締りの徹底、被害者への在留特別許可の付与を可能とする入管法の改正  
等各種施策を着実に実施⇒ 我が国の人身取引対策は大きく前進（人身取引事犯の減少、適切な被害者保護等）  

2 人身取引の撲滅  
（1）取締りの徹底   

○ 人身取引事犯の取締りの徹底   

○ 売春事犯等の取締りの徹底   

○ 児童の性的搾取に対する厳正な対応   

○ 悪質な雇用主、ブローカー等の取締りの徹底（※）  

（2）国境を越えた犯罪の取締り   

○ 外国関係機関との連携強化   

○ 国際捜査共助の充実化  

（1）潜在的被害者の入国防止   

○ 出入国管理の強化   

○ 偽変造文書対策の強化  
（2）在留管理の徹底を通じた人身取引の防止   

○ 厳格な在留管理による偽装滞在・不法滞在を伴う人身取引事犯  

の防止   

○ 不法就労対策を通じた人身取引の防止（※）  

（1）被害者の認知   

○ 潜在的被害者に対する被害者保護施策の周知   

○ 取締り過程における被害者の発見（※）  

（2）被害者保護の徹底   

○ 被害者としての立場への配慮   

○ 被害者の法的地位の安定  
（3）シェルターの提供と支援   

○ 婦人相談所における母国語による通訳サービス   

○ 被害者に対する法的援助に関する周知等  

（4）被害者保護施策の更なる充実   

○ 中長期的な保護施策に関する検討等   

○ 男性被害者等の保護施策に関する検討  
（5）帰国支援の推進  

○ 被害者の帰国に際しての安全確認の実施  

4 人身取引対策の総合的・包括的推進のための基盤整備  
（1）国際的取組への参画   

○ 人身取引議定書の締結  
（2）国民等の理解と協力の確保   

○ 人身取引に関連する行為を規制する法令の遵守の促進等   

○ 性的搾取の需要側への啓発  

（3）人身取引対策の推進体制の強化   

○ 関係行政機関職員の知識・意識の向上   

○ 関係行政機関の連携強化・情報交換の推進   

○ 外国人施策の推進・検討のための枠組みとの連携  

注：赤字は、新規に講ずる施策。※については、現行計画にも盛り込まれているが、内容の見直しを行ったもの。   
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18歳未満の人身取引被害者の一時保護実績  
（H13年度～21年度）  
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